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建学の精神

ҭͷ目తڭͷਫ਼ਆͱֶݐ

ۨঁࢠେ学େ学Ӄɺಓݩષ師のષの教͑Λ基൫とͨ͠ʮਖ਼೦ʯとʮߦ学一ʯΛ建学の精神と͠ɺʮいࢹ

Λ༗͠ਓؒ性Ώ͔ͨͳݱঁ性Λ育成͢るととにɺͦΕͧΕのઐ߈分にお͚るઐ的ڀݚΛ௨͡ߴͳઐ性Λ

要͢る৬業にඞ要ͳྗΛཆ͏͜とʯʢ学則ୈ１ʣΛ教育の目的と͠てい·͢ɻ

ʮਖ਼೦ʯとい͏のಓݩષ師のଧ࠱の教͑Λ教育のࠜຊと͠てࣔͨ͠のͰɺ࠱ષによͬてਖ਼͘͠ࣄΛΈつΊɺ

とΒ͑てい͘͜とͰ͢ɻͪͨࢲʮࢲʯとい͏心の૭͔Β͑ݟるݶఆ的ͳੈքΛΈつΊてい·͢ɻࣗ分にؔ心のͳい

Λͬているとڸͳい͜と͕͋るよ͏にɺいΘࣗ分த心的ͳ心の͔ͮؾฑについてɺͨと͑目のલに͋ͬてࣄ

い͑るのͰ͢ɻ࠱ષͦのよ͏ͳภΓɾͩ͜ΘΓの͋る心Λ一୴ࢉഁޚに͠てɺਖ਼͘͠の͝とΛݟつΊɺͦ͠てຊ

のࣗݾʢຊདྷの໘目ʣΛ͠ݟൃ࠶てい͘のͰ͢ɻ

ಓݩષ師にʮຊདྷの໘目ʯとい͏λΠτϧのՎ͕͋Γ·͢ɻ͢ͳΘͪʮय़Ֆ　Ն΄とと͗͢　ळ݄　ౙઇ͞

͑て　͔ͣ͢͠Γ͚Γʯとい͏ՎͰ͢ɻ͜のՎ߁成͕ϊʔϕϧ文学受のࡍɺスτοΫϗϧϜͰͨͬߦʮඒ

͠いຊのࢲʯとい͏講ԋͰҾ༻͞Εɺよ͘ΒΕるよ͏にͳΓ·ͨ͠ɻ༰ંق࢛ʑのຊのࣗવΛՎい上͛て

い·͕͢ɺ࣮͜Ε単ͳる෩ܠඳࣸͰ͋Γ·ͤΜɻ͜のՎʮຊདྷの໘目ʯつ·Γຊの͔ࣗݾΒ͋Γの··に

ΈつΊͨ心෩ܠとい͑るのͰ͋Γɺͦ͜にେͳ意ຯ͕͋る͜とΛࣔࠦ͠てい·͢ɻ

ʣと学Ϳ͜とʢ学ʣとΛ一ମԽͤ͞てい͘͜とʢ一ʣͰ͢ɻつߦ学一ʯとい͏のɺ࣮ફ͢る͜とʢߦにʮ࣍

·Γʮਖ਼೦ʯによͬてཱ֬͞Εͨࣗݾにおいてɺେ学Ͱ学Μͩଟ͘のٕࣝज़Λৗの࣮生׆ࣾձに͔͠׆てい

͘͜とͰ͢ɻେ学Ͱの学び単に的ཉٻΛຬ͚ͨͩ͢のͨΊに͋るのͰ͋Γ·ͤΜɻࣗݾຬ的にࣝɾ教ཆΛ

ձにөͤ͞てい͘͜と͕େͳのͰ͢ɻࣾ͘ΊるのͰͳ͘ɺߴ

·ͨʑの࣮ફΛ௨͠てਅの学び͕͋るとい͑·͢ɻͨと͑文学学ͰʮѪʯʮ༑ʯについてਂ͘ߟ

͢るのେͳษڧͰ͢ɻ͔͠͠一ํにおいてѪΛந的に理ղ͠てΈて࣮ࡍにશવߟࢀにͳΒͳ͔ͬͨΓɺݱ

࣮と૬͢る͜と͋るͣͰ͢ɻ͔͚͕͑のͳいਓと出ѭいɺ࣌にڞにتびɺ࣌に൵͠Έɺۤ͢るதͰॳΊ

て学Μͩ͜とΛよΓਂ͘受͚ࢭΊる͜と͕ͰきるのͰͳいͰ͠ΐ͏͔ɻʮߦ学一ʯͦΕͧΕの学びに͞Βͳる

ਂ·Γ͕͋る͜とΛࣔ͠ているのͰ͢ɻ

·ͨಓݩષ師ʰయ࠲教܇ʱͰષࣉの所ͰਬࣄΛ࢘るయ
てΜ
࠲
ͧ
Λ取Γ上͛ɺਬࣄに修ߦのେͳ意ຯΛݟ出͠てい

·͢ɻͦ͠て࠱ષととにʑの一つͻとつのߦいͳい͕͠Ζにͤͣɺ精一ഋΊɺ͔͜͢׆とΛڧௐ͠てい·͢ɻ

͜のよ͏にຊ学Ͱ心Λ͑ɺࣗݾΛཱ֬͠てい͘ʮਖ਼೦ʯと࣮ફ的ͳ学びΛઆ͘ʮߦ学一ʯΛ教育のࠜຊと͠

てい·͢ɻ

ਓ文科学ڀݚ科Ͱɺʮਓ文科学のྖҬにお͚るਂい学ࣝとํڀݚ๏Λ教授͠ɺઐ分にお͚るڀݚྗΛ۩͑

ͨਓٴࡐびߴઐ৬業ਓに;͞Θ͠いྗΛ۩͑ͨਓࡐΛཆ成͢る͜とʯʢ学則ୈ4ʣΛ教育の目的と͠てい·͢ɻ

օ͞Μຊ学の教育のݪに͜の建学の精神と教育の目的͕͋る͜とΛ֬認͠ていͨͩきͨいとࢥい·͢ɻ

ۨঁࢠେ学େ学Ӄの教育ڀݚ上の目的とํ針のৄࡉɺຊ学ϗʔϜϖʔδͰ֬認͠てͩ͘͞いɻ

ۨঁࢠେ学ϗʔϜϖʔδ　ʼຊ学のಛ　ʼ教育ڀݚ上の目的ɾํ針
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େ学Ӄの履修のྲྀΕ

�

1．授業科目履修の手続きについて
ʢ1ʣ科目履修にؔ͢るΦϦΤϯςʔシϣϯ࢝Ίにߦい·͢ɻ
ʢ2ʣ.֘に履修͠よ͏と͢る授業科目͢てɺఆΊΒΕͨ期ؒに ,0."+0ϙʔλϧにてɺ履修ొ

Λ͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

2．単位制
ʢ1ʣ.授業科目の履修単位制Λとͬてい·͢ɻ単位制とɺ授業科目Λ履修͠ɺ所ఆのࢼ験·ͨϨϙʔτͳ

Ͳによる成績評価の݁Ռɺ߹格͢る͜とによΓɺ֤ 授業科目ͰఆΊΒΕている単位Λ修得͠てい͘制Ͱ͢ɻ
ʢ2ʣ単位のࢉܭ基準࣍にࣔ͢表のとおΓͰ͢ɻ

तɹۀɹܗɹଶ तɹۀɹ࣌ɹؒ ࣗɹशɹ࣌ɹؒ ୯ɹҐɹ

講　ٛ ʷ15िؒ࣌2 ʷ15िؒ࣌4 2単位

ԋ　श ʷ15िؒ࣌2 ʷ15िؒ࣌1 2単位

࣮　श ʷ15िؒ࣌2 ʷ15िؒ࣌1 1単位

3．学期制
ຊ学の授業ɺલ期ɾޙ期の 2期に分͚て࣮͞ࢪΕ·͢ɻ
授業科目にɺͦΕͧΕの科目にඞ要ͳ学修期ؒにԠ͡てɺલ期͋るいޙ期のΈͰऴ了͢る期科目とɺલ期お
よびޙ期Λ௨͠てߦΘΕる௨科目ɺ͋る一ఆ期ؒにूத͠てू͏ߦத講ٛ科目͕͋Γ·͢ɻ

4．授業科目の分類
（1）修了要件による分類

ඞ 修 科 目. ඞͣ履修͠ͳ͚ΕͳΒͳい授業科目
બඞ修科目. ఆΊΒΕͨ科目܈のத͔Β֤͕ࣗબΜͰɺ履修͠ͳ͚ΕͳΒͳい授業科目

େֶӃͷཤमͷྲྀΕ



�

5．修了所要単位および授業科目一覧表
（1）修了要件

ҎԼの 3つの要݅Λຬͨ͠ている͜と͕ඞ要Ͱ͢ɻ
1ɽ修了にඞ要ͳ単位Λ修得͠ている͜と
2ɽ修士論文審査に߹格͠ている͜と
3ɽ所ఆの学අΛೲ͠ている͜と

（2）修了所要単位等一覧表
修了要݅Λຬͨͨ͢ΊにఆΊΒΕͨ期ؒにҎԼの一覧表による単位Λ修得͠ɺ修士論文審査に߹格͠
ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ
ຊ学においてɺ修業࠷ 2ؒと͠ɺߴ࠷ 4ؒࡏ学Ͱきるのと͠·͢ɻ
休学期ؒɺ修業にೖΓ·ͤΜɻ

修了に必要な修得単位数表
ʤ2025ೖ学ऀʥ

۠  ୯ Ґ 

ඞ 修 Պ  20単位

બඞ修Պ 12単位

߹ɹɹɹɹܭ 32単位Ҏ上

修 ࢜  จ ߹ 格

（3）授業科目の学年配当について
ຊ学の授業科目ɺͦΕͧΕ学によͬて履修͢き学͕͞هΕてい·͕͢ɺ͜Ε学修Λ࠷ޮ
Ռ的に͑ߦるよ͏ྀ͞ΕているͨΊͰ͢ɻ͕ͨͬ͠てɺݪ則と͠て指ఆ͞Εͨ学·ͰにͦΕΒの授業科
目Λ履修͠てͩ͘͞いɻ·ͨɺԼڃ学において上ڃ学の科目の履修認ΊΒΕ·ͤΜɻ



େ学Ӄの履修のྲྀΕ
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必修 選択
必修

臨床心理学特論Ⅰ 講義 2 1

臨床心理学特論Ⅱ 講義 2 1

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践Ⅰ） 講義 2 1 〇

臨床心理面接特論Ⅱ 講義 2 1

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） 演習 2 1 〇

臨床心理査定演習Ⅱ 演習 2 1

臨床心理基礎実習Ⅰ 実習 1 1 前期2コマ開講

臨床心理基礎実習Ⅱ 実習 1 1

臨床心理実習ⅠA（心理実践実習Ⅰ） 実習 1 1 〇  臨床心理基礎実習Ⅰ

臨床心理実習ⅠB（心理実践実習Ⅱ） 実習 1 2 〇
 臨床心理基礎実習Ⅰ
 臨床心理基礎実習Ⅱ
 精神医学特講

臨床心理実習ⅠC（心理実践実習Ⅲ） 実習 1 2 〇
 臨床心理基礎実習Ⅰ
 臨床心理基礎実習Ⅱ
 精神医学特講

臨床心理実習ⅠD（心理実践実習Ⅳ） 実習 1 2 〇  臨床心理基礎実習Ⅰ
 臨床心理基礎実習Ⅱ

臨床心理実習ⅡA 実習 1 1

臨床心理実習ⅡB 実習 1 1

臨床心理実習ⅡC 実習 1 2

臨床心理実習ⅡD 実習 1 2

心理学研究法特講 講義 2 1

臨床心理学研究法特講 講義 2 1

人格心理学特講 講義 2 1･2

認知心理学特講 講義 2 1

社会心理学特講 講義 2 1･2

家族心理学特講（家族関係・集団・地域社会における心理支援
に関する理論と実践Ⅰ） 講義 2 1･2 〇

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 講義 2 1･2 〇

産業・労働分野に関する理論と支援の展開 講義 2 1･2 〇

精神医学特講（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 講義 2 1 〇

異常心理学特講 講義 2 1･2

障害者心理学特講（福祉分野に関する理論と支援の展開） 講義 2 1･2 〇

心理療法特講A 講義 2 1･2

心理療法特講B 講義 2 1･2

心理療法特講C（心理支援に関する理論と実践Ⅱ） 講義 2 1･2 〇

心理療法特講D（心理支援に関する理論と実践Ⅲ） 講義 2 1･2 〇

学校臨床心理特講（教育分野に関する理論と支援の展開） 講義 2 1･2 〇

コミュニティ･アプローチ特講（家族関係・集団・地域社会における
心理支援に関する理論と実践Ⅱ） 講義 2 1･2 〇

心の健康教育に関する理論と実践 講義 2 1･2 〇

臨床心理学研究実践Ⅰ 演習 1 1

臨床心理学研究実践Ⅱ 演習 1 2

人文科学研究科　臨床心理学専攻　授業科目
（2019年度入学者より適用）

科　　　目 配当
年次

臨
 
床
 
心
 
理
 
学
 
専
 
攻
 
授
 
業
 
科
 
目

〔D群〕
１科目以上を選択必修

〔E群〕
１科目以上を選択必修

臨床心理実習ⅠD (心理実
践実習Ⅳ)を含む2科目以
上を選択必修

〔C群〕
1科目以上を選択必修

〔A群〕
1科目以上を選択必修

〔B群〕
１科目以上を選択必修

授業
形態

公認心
理師受
験資格

段階の科目 備　　　考
単位
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6．授　業
ຊ学の ؒ࣌の授業ݶ࣌1 90分Ͱ͢ɻ
授業のࡱӨɺըɺԻݪ則ࢭېͰ͢ɻ

ݶ࣌1 ݶ࣌2 ݶ࣌3 ݶ࣌4 ݶ࣌5

9ɿ00ʙ10ɿ30 10ɿ40ʙ12ɿ10 13ɿ00ʙ14ɿ30 14ɿ40ʙ16ɿ10 16ɿ20ʙ17ɿ50

7．授業の出席の重要性
単位Λ修得͢るͨΊに 1授業科目につきɺఆΊΒΕͨ࣌の出席͕ඞ要にͳΓ·͢ɻͳおɺ࣮शسҾɺ学ߍ
છͰ授業Λ欠席ͨ͠߹ɺ公欠のରとͳΓ·͢ɻײ
授業ɺ教һと学生͕ਓؒ的ͳ;Ε͋いΛ௨͠て学͢るͰ͋Γɺ学生生׆の基ຊとͳるのͰ͢ɻよͬてɺ
出席ঢ়گ成績評価の重要ͳ要ૉにͳΓ·͢ɻ
ͳおɺ出席ঢ়گによͬてɺఆ期ࢼ験の受験資格͕ͳ͘ͳる߹ɺఆ期ࢼ験ͳͲΛ受験͠て単位Λ修得Ͱきͳ
い߹͕͋Γ·͢ɻ

8．授業の欠席
（1）忌引（公欠の対象となります）

ۙऀのڈࢮに͏ّによΓ欠席ͨ͠߹ɺ欠席ޙ 1िؒҎにʮ公欠ਃࠂಧʯにձྱঢ়ͳͲ
のॻ類Λఴ͠て教՝にఏ出͠てͩ͘͞いɻ

① ①

①

②

③③

③ ③

③ ③

③

②

② ② ②

②

曾
祖
父
母
　
　祖
父
母
　
　父
　母

本
　人

曾
祖
父
母
　
　祖
父
母
　
　父
　母

配
偶
者

配
偶
者

兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

伯
叔
父
母

伯
叔
父
母

　
　子
　
　孫
　
　曾
孫

甥
　姪

甥
　姪

忌引の範囲は次のとおりです。
①父・母 ７日
②祖父母・兄弟姉妹 ４日
③おじ・おば、甥・姪など三親等以内の親族 ２日
※休日、祝祭日、大学の休業日を含む連続した日数。
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（2）実習（公欠の対象となります）
学֎࣮शによΓ欠席ͨ͠߹ɺ࣮श୲教һの指ࣔにैͬてͩ͘͞いɻ

（3）学校感染症（公欠の対象となります）
学ߍอ݈҆શ๏نߦࢪ則にఆΊるײછに͔͔ͬͨ߹ɺ学Ͱのײછ֦େΛ͙ͨΊに出席ఀࢭとͳ
Γ·͢ɻ出席ఀࢭ期ؒの授業欠席公欠のରとͳΓ·͢のͰɺ࣏༊ޙɺొ 則ݪՄ͔Βߍ 1िؒҎにɺ
ඞ要ࣄ項͕هೖ͞Εͨʮ学ײߍછొڐߍՄॻʯΛ教՝ఏ出͠てͩ͘͞いɻʮ学ײߍછొڐߍՄॻʯ
 ,0."+0ϙʔλϧよΓμϯϩʔυ·ͨɺʮ学生生׆ΨΠυʯのרよΓ"4αΠζにίϐʔ͠て
༻͠てͩ͘͞いɻʮ学ײߍછొڐߍՄॻʯの༰にෆඋ͕͋ると受理Ͱきͳい߹͕͋Γ·͢ɻ公欠ਃ
手続きのৄࡉɺ,0."+0ϙʔλϧのࣔܝΛ֬認͠てͩ͘͞いɻ

学校感染症の種類（学校保健安全法施行規則第 18条より抜粋）
ୈ一छ　.ΤϘラ出݂ɺΫϦϛΞɾίϯΰ出݂ɺᚃɺೆถ出݂ɺϖスτɺϚʔϧϒϧάපɺラοαɺ

ମ͕ϕʔλίϩφΠϧスଐݪʢප܈ީثٵݺ性ٸ性փനԌɺδϑςϦΞɺ重ٸ 4"34 ίϩ
φΠϧスによるのにݶるʣɺத౦ثٵݺީ܈ʢපݪମ͕ϕʔλίϩφΠϧスଐ.&34 ίϩ
φΠϧスͰ͋るのにݶるʣɺಛఆௗΠϯϑϧΤϯβʢײછの༧およびײછऀױにର͢る
ҩྍにؔ͢る๏にنఆ͢るಛఆௗΠϯϑϧΤϯβʣおよび৽ܕΠϯϑϧΤϯβײછ

ୈೋछ　.ΠϯϑϧΤϯβʢಛఆௗΠϯϑϧΤϯβおよび৽ܕΠϯϑϧΤϯβײછΛআ͘ʣɺඦ֏ɺຑ
ʢ͔͠ʣɺྲྀߦ性ࣖԼથԌʢおͨ;͔ͥ͘ʣɺ෩ʢ3͔͠ʣɺਫʢਫ΅͏ͦ͏ʣɺҺ಄݁
ບʢϓʔϧʣɺ݁֩ɺບԌە性ບԌɺ৽ܕίϩφΠϧスײછʢපݪମ͕ϕʔλίϩφ
ΠϧスଐのίϩφΠϧスͰ͋るのにݶるʣ

ୈࡾछ　.ίϨラɺەࡉ性ཀྵɺ出݂性େײەછɺνϑスɺύラνϑスɺྲྀߦ性֯݁ບԌɺٸ性出
݂性݁ບԌɺ༹࿈ײەછɺછ性単֩ٿʢΠϧス性؊ԌʣɺϚΠίϓラζϚײછɺྲྀߦ性
ᅅుԼཀྵʢײછ性ңԌʣɺ手ޱපͳͲ

（4）就職活動（原則公欠の対象ではありません）
ब৬׆ಈのͨΊに欠席͢るʢͨ͠ʣ߹ɺݪ則公欠のରにͳΓ·ͤΜɻ出欠のѻいについて授業
୲教һ૬ஊ͠てͩ͘͞いɻ

（5）裁判員・検察審査員（公欠の対象ではありません）
審査ձ制による欠席ɺ公欠のରにͳΓ·ͤΜɻ出欠のѻいについて授ݕһ制ɺおよびࡋ
業୲教һ૬ஊ͠てͩ͘͞いɻ

（6）その他やむを得ない事情で欠席する（した）場合は、学生支援課へ相談してください。

9．休　講
୲教һ͕ΉΛ得ͣ授業Λ休Ή߹ɺ,0."+0ϙʔλϧのࣔܝͰप͠·͢ɻ
休講のΒ͕ͤͳ͘ɺ30分ܦա͠て教һ͕དྷͳい߹ɺ教՝に࿈བྷ͠て指ࣔΛ受͚てͩ͘͞いɻ
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10．補　講
補講ɺ休講ͳͲによΓ授業のे分ͳਐ͕得ΒΕͳい߹にߦΘΕるのͰɺਖ਼نの授業Ͱ͢ɻ௨ৗɺ補講期
ؒʢ,0."+0ϙʔλϧのスέδϡʔϧࢀরʣに࣮͠ࢪ·͕͢ɺͦΕҎ֎にߦΘΕる߹͕͋るのͰɺつͶに
,0."+0ϙʔλϧのࣔܝΛ֬認͠てͩ͘͞いɻ

11．学生による授業評価
ຊ学ͰɺよΓよい授業の࣮ࢪのͨΊɺ学生による授業評価Λ࣮͠ࢪてい·͢ɻ
評価科目͝とのΞϯέʔτࣜܗͰɺ期ؒΛఆΊて ,0."+0.ϙʔλϧΛ௨͡て࣮͠ࢪてい·͢ɻࣗ༝هड़ཝに
授業のྑ͔ͬͨ意ݟɺ要ͳͲについてهड़͠てͩ͘͞いɻ
Ξϯέʔτແࣜํ໊هͰ͏ߦのͰɺݸਓ͕ಛఆ͞Εる͜とɺ成績ͳͲの評価にө͞Εる͜と一͋Γ·ͤ
Μɻ

12．授業科目履修上の注意
ʢ1ʣ履修のొΛ͠ていͳい授業科目受講͢る͜と͕Ͱき·ͤΜɻ
ʢ2ʣಉ一のؒ࣌に 2つҎ上の授業科目Λ履修͢る͜とͰき·ͤΜɻ
ʢ3ʣஈ֊の科目とɺલఏとͳる科目の取得͕ͦの科目の履修にඞ要とͳる科目Ͱ͢ɻ

13．成績評価
履修ͨ͠授業科目の成績評価ɺࢼ験ʢ筆ࢼه験ɺ論文ɺϨϙʔτɺޱड़ࢼ験ͳͲʣによΓߦい·͢ɻ
成績評価ʢʣについて࣍の表によΓ·͢ɻ

評価ʢʣ 100ʙ90 89ʙ80 79ʙ70 69ʙ60 59ҎԼ

成 績 評 価 ल ༏ ྑ Մ ෆՄ

単 位 認 ఆ ߹　　格 ෆ߹格

授業に出席ෆྑのऀࢼ験Λ受験͢る͜と͕Ͱき·ͤΜɻ

14．修士論文について
ʢ1ʣ.1 ࣍の指ఆ͞Εͨ࣌·ͰにɺܭڀݚըॻΛఏ出͠てͩ͘͞いɻڀݚ指ಋ教һ͜のܭڀݚըॻに基ͮい

てܾఆ͠·͢ɻ
ʢ2ʣ.2 ࣍の指ఆ͞Εͨ࣌·Ͱにɺڀݚ指ಋ教һのঝ認ҹΛ得てɺ修士論文目ಧΛఏ出͠てͩ͘͞いɻ
ʢ3ʣ.修士論文のఏ出 2࣍ 12݄の指ఆ͞Εͨ࣌·Ͱと͠ɺ3目Ҏ߱にఏ出͢る߹ɺ7݄と 12݄の指ఆ

͞Εͨ࣌·Ͱと͠·͢ɻ
ʢ4ʣ修士論文のఏ出 2෦ʢओ査༻ɾ෭査༻ʣと͠·͢ɻ
ʢ5ʣʢ1ʣɺʢ2ʣɺʢ3ʣɺʢ4ʣのఏ出ઌ教՝と͠·͢ɻ
ʢ6ʣ.修士論文の審査ʮۨঁࢠେ学େ学Ӄਓ文科学ڀݚ科学位論文審査نఔʯに基ͮいてߦΘΕɺ評価߹格

·ͨෆ߹格のいͣΕ͔と͠·͢ɻ
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15．修士論文執筆要項
ʢ1ʣߘݪϫʔϓϩιϑτͰ࡞成͠てͩ͘͞いʢ手ॻきෆՄʣɻ
ʢ2ʣ༻ࢴαΠζ"4൛と͠ɺ1ทのࣈ ʷࣈ32 ʣと͠てͩ͘͞いɻࣈʢ800ߦ25
ʢ3ʣϑΥϯταΠζ 12ϙΠϯτͰೖྗ͠ɺԣॻきと͠·͢ɻ
ʢ4ʣ修士論文のߏ成ɺ表ࢴɺத൶ɺ論文要ࢫɺ目࣍ɺຊ文ʢ50ทఔʣɺ文ݙɺཪ表ࢴと͠·͢ɻ
ʢ5ʣ.文ݙの表هおよび上هҎ֎の執筆についてɺʮ心理学ڀݚ　執筆ɾߘの手Ҿきʯʢຊ心理学ձൃߦの

てͩ͘͞いɻ͠ڌ৽൛ʣに準࠷
ʢ6ʣ修士論文ൢࢢのϑΝΠϧͰ௲͡てͩ͘͞いɻ

専攻名

学籍番号

氏名

○
○×

×

年
度

　修
士
論
文

　題
目

　
　
　氏

　名

＊
背
表
紙
の
体
裁

○○××年度

題　　目

＊
表
紙
の
体
裁

16．修士論文審査基準
（1）研究テーマ

ᶃڀݚςʔϚ͕学ज़的ɾࣾձ的意ٛΛ;·͑దにઃఆ͞Εている͔ɻ

（2）研究方法
ᶃڀݚςʔϚにؔ͢るઌڀݚߦについてे分に理ղͨ͠͏͑Ͱɺઃఆ͕దにͳ͞Εている͔ɻ
ᶄ.ཱ 論にඞ要ͳ資ྉσʔλのऩू͕దにߦΘΕている͔ɻ·ͨɺ得ΒΕͨ資ྉσʔλのॲ理ɾ分ੳ͕
దにߦΘΕている͔ɻ

（3）研究成果
ᶃ論文の݁論においてΦϦδφϦςΟ͕認ΊΒΕる͔ɻ
ᶄ論文のষཱてల։͕論理的にͳ͞Εɺ論͕ࢫదにఏࣔ͞Εている͔ɻ
ᶅ目࣍ɾҾ༻ɾ注هɾਤ表ͳͲについてɺ学ज़論文と͠てのମ͕ࡋ͑ΒΕている͔ɻ

（4）倫理的配慮
ᶃํڀݚ๏ڀݚରにؔ͠てྙ理的ྀ͕ͳ͞Εている͔ɻ



1�

17．公認心理師の受験資格の取得について
公認心理師ɺ心理学にؔ͢るઐ的ࣝおよびٕज़Λͬて心理ࢧԉͳͲΛࠃ͏ߦՈ資格ʢओେਉ文෦科学
େਉおよびް生࿑ಇେਉʣͰ͢ɻ
ຊେ学Ӄ臨床心理学ઐ߈修士՝ఔͰɺ2018よΓɺ公認心理師とͳるͨΊにඞ要Ͱ͋るとఆΊΒΕͨେ学Ӄ
科目にରԠͨ͠ΧϦΩϡラϜΛ։講͠てい·͢ɻ
ʢ1ʣ.ࠃのࣔ͢ΧϦΩϡラϜにରԠ͠てɺຊେ学ӃͰԼ表の科目Λઃఆ͠てい·͢ɻຊେ学Ӄの 2018 Ҏ

߱ೖ学ऀ͕公認心理師のࠃՈࢼ験の受験資格Λ得るͨΊにɺԼ表の 1ʙ 10に͋ͨる 16科目ʢᶃʙᶒʣ
͢てΛ履修͠ɺ単位Λ取得͢るඞ要͕͋Γ·͢ɻͨͩ͠ɺ受験資格Λ得るͨΊにɺେ学Ӄ͚ͩͰͳ͘ɺ
学෦Ͱの指ఆ科目の単位取得ඞ要Ͱ͋Γɺͦの資格Λॆͨ͠ている͔Ͳ͏͔についてɺ֤ࣗ出େ学
Ͱ֬認͠てͩ͘͞いɻ

େ学ӃͰඞ要ͳ科目໊
ʢ文෦科学লྩɾް生࿑ಇলྩͰఆΊるのʣ

ରԠ͢るຊ学臨床心理学ઐ߈の科目໊

1 อ݈ҩྍ分にؔ͢る理論とࢧԉのల։ ᶃ　精神ҩ学ಛ講ʢอ݈ҩྍ分にؔ͢る理論とࢧԉのల։ʣ

2 ࢱ分にؔ͢る理論とࢧԉのల։ ᶄ　োऀ心理学ಛ講ʢࢱ分にؔ͢る理論とࢧԉのల։ʣ

3 教育分にؔ͢る理論とࢧԉのల։ ᶅ　学ߍ臨床心理ಛ講ʢ教育分にؔ͢る理論とࢧԉのల։ʣ

4 ԉのల։ࢧ分にؔ͢る理論とࡑ๏ɾ൜࢘ ᶆ　࢘๏ɾ൜ࡑ分にؔ͢る理論とࢧԉのల։

5 ԉのల։ࢧ業ɾ࿑ಇ分にؔ͢る理論と࢈ ᶇ　࢈業ɾ࿑ಇ分にؔ͢る理論とࢧԉのల։

6 心理的Ξηスϝϯτにؔ͢る理論と࣮ફ ᶈ　.臨床心理査ఆԋशᶗʢ心理的Ξηスϝϯτにؔ͢る理論と࣮
ફʣ

7 心理ࢧԉにؔ͢る理論と࣮ફ ᶉ　臨床心理໘ಛ論ᶗʢ心理ࢧԉにؔ͢る理論と࣮ફᶗʣ
ᶊ　心理ྍ๏ಛ講$ʢ心理ࢧԉにؔ͢る理論と࣮ફᶘʣ
ᶋ　心理ྍ๏ಛ講%ʢ心理ࢧԉにؔ͢る理論と࣮ફᶙʣ

8 ՈؔɾूஂɾҬࣾձにお͚る.
心理ࢧԉにؔ͢る理論と࣮ફ

ᶌ　.Ո心理学ಛ講ʢՈؔɾूஂɾҬࣾձにお͚る心理ࢧ
ԉにؔ͢る理論と࣮ફᶗʣ

ᶍ　.ίϛϡχςΟɾΞϓϩʔνಛ講ʢՈؔɾूஂɾҬࣾձ
にお͚る心理ࢧԉにؔ͢る理論と࣮ફᶘʣ

9 心の݈߁教育にؔ͢る理論と࣮ફ ᶎ　心の݈߁教育にؔ͢る理論と࣮ફ

10 心理࣮ફ࣮श ᶏ　臨床心理࣮शᶗ"ʢ心理࣮ફ࣮शᶗʣ
ᶐ　臨床心理࣮शᶗ#ʢ心理࣮ફ࣮शᶘʣ
ᶑ　臨床心理࣮शᶗ$ʢ心理࣮ફ࣮शᶙʣ
ᶒ　臨床心理࣮शᶗ%ʢ心理࣮ફ࣮शᶚʣ

ʢ2ʣ.臨床心理࣮शᶗ"ʙ%ʢ心理࣮ફ࣮शᶗʙᶚʣにおいてɺ学ࢪઃおよびओ要 5分の͏ͪ 3分の学
い·͢ɻ࣮शߦઃͰの࣮शΛࢪ֎ 450 ͕ؒ࣌Ҏ上ɺ͏ͪɺ୲έʔスにؔ͢る࣮शのؒ࣌ 270 Ҏؒ࣌
上ඞ要と͞Εてい·͢ɻ࣮श分ɾؔػɺ࣮शؒ࣌ɺ࣮श༰ͳͲについてɺຖճඞ࣮ͣशࢽΛつ͚て
理͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ
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18．臨床心理士の受験資格の取得について
臨床心理士ɺ文෦科学ল所の公ӹஂࡒ๏ਓຊ臨床心理士資格認ఆڠձʢҎԼɺ認ఆڠձとい͏ʣ͕認ఆ͢る
臨床心理業に͔͔Θる公的資格Ͱ͢ɻ
ຊେ学Ӄ臨床心理学ઐ߈修士՝ఔɺ臨床心理士ཆ成のୈ 1छ指ఆߍと͠て認ఆڠձよΓ 2003に認ఆΛ受͚ɺ
։ઃ͞Ε·ͨ͠ɻ

（1）認定協会の示すカリキュラムにのっとって、本大学院では、以下のような科目を設定しています。
①必修科目・単位
2025 ೖ学ऀ
臨床心理学ಛ論ᶗɾᶘŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ 4 単位
臨床心理໘ಛ論ᶗʢ心理ࢧԉにؔ͢る理論と࣮ફᶗʣɾᶘŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ 4 単位
臨床心理査ఆԋशᶗʢ心理的Ξηスϝϯτにؔ͢る理論と࣮ફʣɾᶘŋŋ 4 単位
臨床心理基ૅ࣮शᶗɾᶘŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ 2 単位
臨床心理࣮शᶗ"ʙ%ʢ心理࣮ફ࣮शᶗʙᶚʣ.ŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ 2 単位ʢ90ؒ࣌ʣ
臨床心理࣮शᶘ"ʙ%.ŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ 4 単位

②選択必修科目群
લ項ᶃにఆΊるඞ修科目Ҏ֎の臨床心理学·ͨͦのۙྖҬにؔ࿈͢る授業科目ʢ࣮शΛؚΉʣɺ࣮ शɺ
およびɺҎԼの"ʙ のྖҬにؔ࿈͢る科目と͠·͢ɻ܈&
2025ೖ学ऀ
臨床心理࣮शᶗ"ʙ%ʢ心理࣮ફ࣮शᶗʙᶚʣの͏ͪɺ.
ᶗ %ʢ心理࣮ફ࣮शᶚʣΛؚΉ 2科目Ҏ上.ŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ .2 単位ʢ90ؒ࣌ʣҎ上
๏ಛ講ڀݚ๏ಛ講ɺ臨床心理学ڀݚ心理学　܈"
ਓ格心理学ಛ講ɺ認心理学ಛ講　܈#
ࣾ.　܈$ ձ心理学ಛ講ɺՈ心理学ಛ講ʢՈؔɾूஂɾҬࣾձにお͚る心理ࢧԉにؔ͢る理論と.

࣮ફᶗʣ
心理学ಛ講ʢऀԉのల։ʣɺҟৗ心理学ಛ講ɺোࢧ精神ҩ学ಛ講ʢอ݈ҩྍ分にؔ͢る理論と.　܈%

ԉのల։ʣࢧ分にؔ͢る理論とࢱ
心理ྍ๏ಛ講"ʙ　܈& #

（2） 指定された大学院研究科専攻・課程（コース・領域）は、以下の各号を充たす院生に対し、資格認定のため
の受験資格に関する証明書を発行することができます。
ᶃ.ඞ修科目͔Β 6科目 20単位ɺඞ修બ科目܈ʢ"ɺ#ɺ$ɺ%ɺ&ʣ͔ΒͦΕͧΕ 2単位Ҏ上ɺܭ 10単位
Ҏ上ɺ߹ܭ 26単位Ҏ上Λ修得͠ている͜とɻ
ᶄ修士論文のςʔϚと༰͕臨床心理学にؔ࿈͢るのͰ͋る͜とɻ
ᶅ֘指ఆ修士՝ఔΛ修了ͨ͠ऀɻ

臨床心理士の受験資格Λ取得͠よ͏と͢る߹にɺと͘にɺ上هʢ2ʣのᶃɺᶄにཹ意͠てͩ͘͞いɻ



1�

19．シラバスについて
授業科目のৄࡉシラバスͰ֬認͢る͜と͕Ͱき·͢ɻ
シラバス ,0."+0ϙʔλϧͰӾ覧ՄͰ͢ɻ

⨎ɹՊྨ
科目分類は、各科目の概要を 8桁の数字で示したものです。
ᶃᶄᶅᴷᶆᶇᶈᴷᶉᶊ
ᶃ 10000000 の位ʲ学෦ʳ
1 ਓؒ૯߹学܈
2 ਓ݈ؒ߁学෦
3 学෦ޢ
4 େ学Ӄਓ文科学ڀݚ科

ᶄ 1000000 の位ʲ学類ɾ学科ʳ
0 学類ɾ学科に͔͔ΘΒͳいʢ注ɿਓؒ૯߹学܈教ཆ科目ɾେ学Ӄʣ
1 ਓؒ文Խ学類ʗ݈߁ӫཆ学科ʗޢ学科
2 文Խ学類ޫ؍
3 心理学類
4 ॅۭؒσβΠϯ学類

ᶅ 100000 の位ʲઐ߈ɾίʔスʳ
0 ઐ߈ɾίʔスに͔͔ΘΒͳい
1 ຊ文Խઐ߈ʗίʔス".ʢॅۭؒʣʗ教文Խઐ߈
2 ਓؒؔઐ߈ʗίʔス #.ʢॅۭؒʣʗ臨床心理学ઐ߈
3 ӳޠίϛϡχέʔシϣϯઐ߈

ʢϋΠϑϯʣ
ᶆ 10000 の位ʲछผʳ
1 教ཆ教育科目
2 ઐ基ૅ科目
3 ઐ教育科目ʢ注ɿਓؒ૯߹ʣʗઐ科目ʢ注ɿਓ݈ؒ߁ɾޢɻਓ݈ؒ߁のʮ臨床心理ؔ࿈科目ʯʣ
4 資格科目ʢ修了所要単位にؚ·Εͳいʣ
5 ͦのଞの科目ʢ注ɿݱঢ়Ͱ࣮ࡍに֘科目ͳいʣ

ᶇ 1000 の位ʲඞɾબ ʢr修了所要単位ʣ
1 ඞ修科目
2 બඞ修科目
3 બ科目

ᶈ 100 の位ʲ資格ʳ
0 資格取得にؔΘΒͳい
1 ԿΒ͔の資格取得にؔΘる

ʢϋΠϑϯʣ
ᶉ 10 の位ʲ授業ܗଶʳ
1 講ٛ
2. ԋशɾ࣮शɾ࣮ٕʢ注ɿਓؒ૯߹ʣʗԋशɾ࣮शɾ࣮験ʢ注ɿਓ݈ؒ߁ʣʗԋशʢ注ɿޢɾେ学Ӄʣ
3 ࣮शɾ࣮験ʢ注ɿਓ݈ؒ߁ʣʗ࣮शʢ注ɿޢ学෦ɾେ学Ӄʣ

ᶊ 1 の位ʲஈ֊ʳ
1 1͔࣍Β履修Մ
2 2͔࣍Β履修Մ
3 3͔࣍Β履修Մ
4 4͔࣍Β履修Մ
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【科目分類の例】

100ᴷ110ᴷ11 ਓؒ૯߹学܈ɾશɾશᴷ教ཆ教育科目ɾඞ修科目ɾ資格にؔΘΒͳいᴷ
講ٛ科目ɾ1࣍Ҏ߱
˰基ૅθϛɾ教学ͳͲ

111ᴷ331ᴷ12 ਓؒ૯߹学܈ɾਓؒ文Խ学類ɾຊ文Խઐ߈ᴷઐ教育科目ɾબ科目ɾ資格にؔΘるᴷ
講ٛ科目ɾ2࣍Ҏ߱
学֓論ᶗͳͲޠయ文学֓論ɾຊݹ˰

130ᴷ331ᴷ13 ਓؒ૯߹学܈ɾ心理学類ɾઐ߈ͳ͠ᴷઐ教育科目ɾબ科目ɾ資格にؔΘるᴷ
講ٛ科目ɾ3࣍Ҏ߱
˰公認心理師の৬ͳͲ

210ᴷ211ᴷ32 ਓ݈ؒ߁学෦ɾ݈߁ӫཆ学科ɾઐ߈ͳ͠ᴷઐ基ૅ科目ɾඞ修科目ɾ資格にؔΘるᴷ
࣮験ɾ࣮श科目ɾ2࣍Ҏ߱
˰৯学࣮験ᶗɾᶘͳͲ

310ᴷ311ᴷ23 ͳ͠ᴷઐ科目ɾඞ修科目ɾ資格にؔΘるᴷ߈学科ɾઐޢ学෦ɾޢ
ԋश科目ɾ3࣍Ҏ߱
˰খޢࣇ学ํ๏論ͳͲ

⨐ɹ学修ࢦ
学修指針ɺຊ学のσΟϓϩϚɾϙϦシʔに基ͮきઃఆ͞Εてい·͢ɻ
͜の学修指針に 2つのׂ͕͋Γ·͢ɻ1つɺ֤授業͕Ͳのよ͏ͳྗΛ育成͢る͜とΛओͳ目的と͠ている
͔Λ学生͕அ͢るͨΊの指針とい͏ׂͰ͢ɻ͏ 1つɺ֤ઐ߈のΧϦΩϡラϜ͕学生のྗΛภΓͳ͘育成
͢る͜と͕Ͱきるよ͏にઃఆ͞Εている͔Λେ学͕͢ূݕるͨΊの指針とい͏ׂͰ͢ɻ
履修科目のબのஅࡐྉと͠て༗意ٛに׆༻͠てͩ͘͞いɻ
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駒沢女子大学大学院 学則

第１章　　　総　　則

（目的）

第１条

第２条

第３条

第２章　　　組　　織

第４条

2

3

(1)

(2)

(3)

第５条

第６条

2

2

（学生相談室）

2

第７条

第３章　　　教職員組織

第８条

第６条の3 本学大学院に、学生相談室を置く。

学生相談室に関する規程は、別に定める。

本学大学院に教務部を置く。

（位置）

本学大学院は、東京都稲城市坂浜238番地に置く。

本学大学院は、道元禅師の禅すなわち「正念」･「行学一如」を建学の精神とする伝統をふまえ、
広い視野を有し人間性ゆたかな現代女性を育成するとともに、専攻分野における専門的研究を通
じ高度な専門性を要する職業等に必要な能力を養うことを目的とする。

図書館に関する規程は別に定める。

本学大学院に、学長、研究科長、教務部長、教授、准教授、講師、助教、助手、その他必要な職
員を置く。

前項の研究科に、次の専攻を置く。

本学の大学院に、人文科学研究科修士課程を置く。

（名称）

本学大学院は、駒沢女子大学大学院と称する。

（研究科専攻）

臨床心理学専攻

臨床心理学専攻は、臨床心理学の専門的知識を教授し、心理的問題の解決を支援できる公
認心理師・臨床心理士等の高度専門職業人を養成することを目的とする。

（削除）

人文科学研究科は、人文科学の領域における深い学識と研究方法を教授し、専門分野にお
ける研究能力を具えた人材及び高度専門職業人にふさわしい能力を具えた人材を養成する
ことを目的とする。

前項の研究科及び専攻の教育上の目的を以下のように定める。

（定員）

前条の専攻の定員は次のとおりとする。

臨床心理学専攻

入学定員

10名

収容定員

20名

（図書館）

（部の設置）

本学大学院に、図書館を置く。

（教職員）

本学大学院に、教育研究推進センター（以下、「推進センター」という。）を置く。

（教育研究推進センター）

推進センターに関する規程は、別に定める。

第６条の2



��

第㸷条

第10条

2

第11条

2

3

第12条

(1)

(2)

(3)

2

第䠐章　　　Ꮫᖺ䚸Ꮫᮇཬ䜃ఇᴗ᪥

第13条

2

第1�条

第1�条

(1)

(2)

(3)

���

���

2

第䠑章　　　ಟᴗᖺ㝈

第1�条

2

第1�条

Ꮨఇ業12ࠉ᭶21᪥かࡽ⩣ᖺ1᭶�᪥まで

ኟᏘఇ業8ࠉ᭶1᪥かࡽ�᭶1�᪥まで

（修ᖺ㝈）

（ᅾ学ᖺ㝈）

本学大学院の修業ᖺ㝈は、2ᖺとする。

必要࠶ࡀるሙྜ、学長は、前項のఇ業᪥を臨にኚ᭦すること、ཪは臨のఇ業᪥を定めること
。できるࡀ

学生は、�ᖺを㉸え࡚ᅾ学することࡀできない。

（研究科ጤ員ྲྀりᢅい項）

（እᅜ人教員）

本学大学院に、研究科ጤ員を置く。

ᐈ員教授に関する項は、別に定める。

本学大学院に、ᐈ員教授を置くことࡀできる。

（削除）

（ᐈ員教授）

研究科ጤ員は、学長、研究科長、教授、准教授、専௵講師をも࡚ࡗ⤌⧊する。

�学ᖺ）

�学ᮇ）

前２ྕにᥖࡆる項のか、教育研究に関する㔜要な項で、研究科ጤ員のពぢを⫈く
ことを必要とし࡚学長ࡀ定める項

研究科ጤ員は、学長ࡀ次にᥖࡆる項にࡘい࡚決定を行うにᙜりពぢを㏙ることࡀできる。

研究科ጤ員は、前項に規定する項のか、学長及び研究科長その他研究科ጤ員ࡀ置かࢀる
⤌⧊の長（以下この項におい࡚「学長等」という。）ࡘࡀかさる教育研究に関わる項にࡘい
࡚ᑂ㆟し、及び学長等のồめにᛂじ、ពぢを㏙ることࡀできる。

第一学ᮇ �᭶1᪥かࡽ�᭶1�᪥まで

ᅜẸのఇ᪥に関する法ᚊ（23ᖺ法ᚊ第1�8ྕ）に規程する᪥

学ᖺを次の学ᮇに分ける。

学位の授

学生の入学、༞業及び課程の修

Ꮨఇ業3ࠉ᭶11᪥か3ࡽ᭶31᪥まで

᪥᭙᪥

�᭶20᪥かࡽ⩣ᖺ3᭶31᪥まで第学ᮇ

ఇ業᪥は次のྛྕのとおりとする。

�ఇ業᪥）

本学における1ᖺ間の授業間は3�㐌とする。

学ᖺは、�᭶1᪥にጞまり、⩣ᖺ3᭶31᪥に⤊わる。

（削除）

研究科ጤ員の㐠Ⴀ等に関する項は、別に定める。

（研究科ጤ員）
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�1

第䠒章　　　ධ　　Ꮫ

第18条

第1�条

(1)

(2)

(3)

���

���

���

���

第20条

2

第20条の2

2 長ᮇᒚ修学生に関し࡚必要な項は別に定める。

第21条

2

第䠓章　　　教⫱ㄢ⛬ཬ䜃ᒚಟ᪉ἲ

第22条

臨床心理学専攻

20

12

32

2

第23条

第2�条

第2�条

本学大学院の入学をᚿ㢪する⪅は、入学㢪書を、ᡤ定の入学᳨定ᩱ及びฟ㌟大学長かࡽᥦฟさ
。ないࡽなࡤࢀる成⦼⾲をῧえ࡚、ᥦฟしなけࢀ

前項の入学ᚿ㢪⪅にࡘい࡚は、別に定める駒沢女子大学大学院入学⪅㑅ᢤ規程により㑅ᢤを行
う。

本学大学院における授業科目は、必修科目、㑅ᢥ必修科目、㑅ᢥ科目とし、修に必要な༢位は
次のとおりとする。

༊ࠉࠉ分

㑅ᢥ必修科目

必修科目

（長ᮇᒚ修ᚿ㢪）

�入学手⥆）

学長は、前項の手⥆をした⪅に、入学をチྍする。

前条の㑅ᢤの⤖ᯝにᇶ࡙きྜ᱁の通知をཷけた⪅は、ᡤ定のᮇ᪥までに、別の定めるとこࢁにᚑ
い手⥆をしなけࡤࢀなࡽない。

㑅ᢥ科目

༢位以上

大学に3ᖺ以上ᅾ学し、ཪはእᅜにおい࡚学ᰯ教育における1�ᖺの課程を修し、本学大
学院におい࡚、ᡤ定の༢位をඃࢀた成⦼をも࡚ࡗ修ᚓしたと認めた⪅

本学大学院に入学することのできる⪅は、次のྛྕの一にヱᙜする⪅とする。

እᅜにおい࡚学ᰯ教育における1�ᖺの課程を修した⪅

学位授ᶵᵓかࡽ学士の学位を授さࢀた⪅

文部科学大⮧のᣦ定した⪅

学ᰯ教育法第83条に定める大学を༞業した⪅

（入学のᮇ）
本学大学院の入学のᮇは、学ᖺのጞめとする。

前項の規定にᣊࡎࡽ、修士ㄽ文ᑂᰝにྜ᱁しなけࡤࢀ修することはできないものとする。

༢位

ᒚ修した科目のヨ㦂にྜ᱁した⪅は、ᙜヱ科目のᒚ修を修したと認めࢀࡽたᡤ定の༢位ࡀえ
。るࢀࡽ

学生は、ẖ学ᖺのጞめに、学㈝を⣡入し、その学ᖺでᒚ修しようとする授業科目にࡘい࡚、ᣦ定
さࢀたᮇ㝈までにᒚ修ᒆをᥦฟのうえ、ᒚ修しなけࡤࢀなࡽない。

༢ࠉ位ᩘࠉ

長ᮇᒚ修による入学をᚿ㢪する⪅は、前条の他、長ᮇᒚ修のᮇ間とその間の研究ィ⏬及びᒚ修ィ
⏬をグ㍕した⏦ㄳ書をᥦฟしなけࡤࢀなࡽない。

前条の授業科目の名称、༢位ᩘ、ᖺ次㓄ᙜ及びᒚ修方法は、別⾲第１にᥖࡆるとおりとする。

（༢位ྲྀᚓ）

（入学ᚿ㢪）

（授業科目の༊分）

（授業科目の名称等）

（ᒚ修手⥆）

༢位

ィࠉࠉྜ

̿

その他本学大学院におい࡚、大学を༞業した⪅とྠ等以上の学力࠶ࡀると認めた⪅

本学大学院におい࡚、ಶ別の入学㈨᱁ᑂᰝにより、大学を༞業した⪅とྠ等以上の学力ࡀ
⪅ると認めた⪅で、22ṓに㐩し࡚いる࠶

�入学㈨᱁）
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2

(1)

(2)

第䠔章　　　ヨ㦂ཬ䜃ᡂ⦼

�ヨ㦂）

第2�条

第2�条

第28条

2

3

第2�条

第30条

第䠕章　　　ಟཬ䜃Ꮫ

第31条

第32条

(1)

(2)

(3)

第33条

第㻝㻜章　　　ఇᏛ䚸㏥Ꮫཬ䜃㝖⡠

第3�条

2

修に必要な༢位は、32༢位以上とする。

前条の規定により修した⪅は、修士�心理学�と称することࡀできる。

ఇ学の⏤ࡀᾘ⁛しない⪅は、チྍをཷけ࡚ᘬ⥆き1学ᮇఇ学することࡀできる。

（ఇࠉ学）

（成⦼の⾲♧）

修士ㄽ文のᑂᰝにྜ᱁すること

修に必要な༢位を修ᚓし࡚いること

2ᖺ以上ᅾ学すること

修の要௳は、次のྛྕに定めるとおりにする。

Ẽその他ࡴࡸをᚓない⏤により2ࣨ᭶以上修学することࡀできない⪅は、その理⏤をし࡚、
ಖド人と㐃⨫のఇ学㢪をᥦฟし、ఇ学のチྍをཷけ、その学ᮇの⤊わりまでఇ学することࡀでき
る。

（修の要௳）

（学位の称ྕ）

ヨ㦂の成⦼のⓎ⾲はྛ学ᖺᮎとし、書㢮をも࡚ࡗ学生に通知する。

（修に必要な༢位）

（成⦼の通知）

成⦼は、⚽、ඃ、Ⰻ、ྍ、ྍとし、⚽、ඃ、Ⰻ、ྍをྜ᱁、ྍをྜ᱁とする。

ヨ㦂は、ᒚ修した授業科目でなけࡤࢀ、ཷけることࡀできない。

�ヨ㦂のᮇ᪥）

講⩏及び₇⩦にࡘい࡚は、ẖ㐌1間1�㐌の授業をも1࡚ࡗ༢位とする。たࡔし、₇⩦科目
によ࡚ࡗは、ẖ㐌2間1�㐌の授業をも1࡚ࡗ༢位とすることࡀできる。

ᐇ⩦にࡘい࡚は、ẖ㐌2間1�㐌の授業をも1࡚ࡗ༢位とする。たࡔし、授業科目によ࡚ࡗ
は、㐌3間1�㐌の授業をも1࡚ࡗ༢位とすることࡀできる。

ヨ㦂は、学ᖺᮎにおい࡚行う。たࡔし、必要࠶ࡀると認めるときは、その他のᮇにおい࡚も行
うことࡀできる。

ヨ㦂は、➹グཪはཱྀ㏙によるものとする。たࡔし、ㄽ文のᥦฟその他の方法によることࡀでき
る。

ྛ授業科目の༢位ᩘは、授業間እに必要な学修等を⪃៖し࡚、次のᇶ‽によりィ⟬する。たࡔ
し、ฟᖍしなけࡤࢀなࡽない間ᩘの3分の1以上Ḟᖍしたものは、༢位をྲྀᚓできないこと࠶ࡀ
る。

ఇ学ཪは学のᮇ間୰は、ヨ㦂をཷけることࡀできない。

学㈝及び必要な手ᩘᩱを⣡入し࡚いない⪅は、ヨ㦂をཷけることࡀできない。

（公認心理師ཷ㦂㈨᱁）

第2�条の2 公認心理師のཷ㦂㈨᱁をᚓようとする⪅は、大学院人文科学研究科臨床心理学専攻の修に必要
な༢位のかに、公認心理師法、ྠ法行規๎に定めるᡤ定の科目をᒚ修し、༢位を修ᚓしなけ
。ないࡽなࡤࢀ

（ཷ㦂の条௳）
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第3�条

第3�条

第3�条

(1)

(2)

(3)

���

第㻝㻝章　　　㈹　　⨩

第38条

第3�条

2

3

(1)

(2)

(3)

���

第㻝㻞章　　　Ꮫ㈝➼

第�0条

第�1条

(1)

(2)

第�2条

正ᙜな理⏤ࡀなくฟᖍのᖖでない⪅

学業をᛰり修業のぢ㎸ࡀࡳないと認めࢀࡽる⪅

性行Ⰻにし࡚ᨵၿのぢ㎸ࡀࡳないと認めࢀࡽる⪅

（入学᳨定ᩱ）

（学ࠉ㈝）

本学大学院の入学をᚿᮃする⪅は、別⾲第2にᥖࡆる入学᳨定ᩱを⣡めなけࡤࢀなࡽない。

本学大学院の⛛ᗎをし、本学๎にし、学生の本分にする行Ⅽをした⪅

授業ᩱ等は、�᭶20᪥までに⣡めなけࡤࢀなࡽない。たࡔし、次のᮇに分け࡚分⣡することもで
きる。

（授業ᩱ）

第一ᮇࠉ�᭶20᪥まで

第ᮇࠉ�᭶20᪥まで

᪂入生で、ᣦ定さࢀたᮇ間までにᒚ修ᒆをᥦฟしない⪅、その他本学大学院におい࡚修学
するពᛮࡀないと認めࢀࡽる⪅

一᪦㏥学した⪅ࡀ入学しようとするሙྜは、㑅⪃のうえチྍすること࠶ࡀる。

次のྛྕの一にヱᙜする⪅は、除⡠する。

ᐇ⩦㈝

⥔ᣢ㈝

授業ᩱ

学㈝

第1項の㏥学ฎ分は、次のいࢀࡎかにヱᙜする⪅にᑐし࡚でなけࡤࢀ行うことࡀできない。

（除ࠉ⡠）

╩ಁをཷけた⣡学㈝を、ᣦ定さࢀたᮇ᪥までに⣡入しない⪅

入学㔠

本学大学院の入学㔠及び学㈝は、次のとおりとし、その⣡入㢠は別⾲第2㸪3にᥖࡆるとおりとす
る。たࡔし、ᐇ⩦㈝にࡘい࡚は別㏵ᚩ収する。

前項のฎ分は、行Ⅽの㍍㔜、教育上の必要を⪃៖し࡚なさなけࡤࢀなࡽない。

本学大学院の規定に㐪し、ཪは学生とし࡚の本分にする行Ⅽをした⪅にᑐし࡚、学長は、研
究科ጤ員の㆟を⤒࡚、カ࿌、学ཪは㏥学のฎ分をすることࡀできる。

本学大学院の学生とし࡚〔㈹に್する行Ⅽࡗ࠶ࡀた⪅にᑐし࡚、学長は、研究科ጤ員の㆟を⤒
࡚、〔㈹することࡀできる。

（削除）

第1�条の規定によるᅾ学できるᖺᩘを㉸える⪅

（㈹ࠉ〕）

（ᠬࠉᡄ）

（入学）

㏥学しようとする⪅は、その理⏤をし࡚、ಖド人との㐃⨫の㏥学ᒆに学生ドをῧえ࡚、手⥆し
なけࡤࢀなࡽない。

（㏥ࠉ学）

ఇ学した⪅は、ఇ学の⏤ࡀᾘ⁛したときは、ಖド人と㐃⨫の学㢪をᥦฟし、研究科ጤ員の
㆟を⤒࡚、学ᖺཪは学ᮇのጞめに学することࡀできる。

第1�条の規定は、ఇ学した⪅にも㐺⏝する。

ఇ学のᮇ間は、通⟬し࡚2ᖺを㉸えることࡀできない。ఇ学ᮇ間は、修業ᖺᩘに⟬入しない。



��

第�3条

2

第��条

第��条

第㻝㻟章　　　⛉┠➼ᒚಟ⏕ཬ䜃බ㛤ㅮᗙ

第��条

2

3

第��条

第㻝㻠章　　　ᨵ　　ṇ

第�8条

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成1�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成1�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成1�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成1�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成18ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成1�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成22ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成2�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成2�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成2�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成28ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成2�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成30ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、ᖹ成31ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、௧2ᖺ12᭶1�᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ この学๎は、௧�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。

㝃๎ࠉ

⣡入した授業ᩱ等は、ཎ๎とし࡚㏉㑏しない。たࡔし、入学手⥆をした⪅でᡤ定のᮇ᪥ෆに
入学㎡㏥ᒆをᥦฟし、本学大学院ཷࡀ理した⪅に㝈り入学㔠を除く⣡㔠を㏉㑏する。

ఇ学ᮇ間୰の授業ᩱはච除する。たࡔし、⥔ᣢ㈝は⣡めなけࡤࢀなࡽない。

学㈝はฟᖍの有↓にかかわࡎࡽ学⡠の࠶る間は、こࢀを⣡めなけࡤࢀなࡽない。たࡔし、理長
。できるࡀ必要と認めたሙྜには、学㈝の部ཪは一部をῶචすることࡀ

（手ᩘᩱ）

（授業ᩱ等の㏉㑏）

（学ࠉ㈝）

（科目等ᒚ修生）

（公㛤講ᗙ）

（ᨵࠉ正）

本学大学院は、研究科ጤ員の㆟を⤒࡚、科目等ᒚ修生のᒚ修をチྍすること࠶ࡀる。

この学๎のᨵ正は、研究科ጤ員のពぢを⫈き、学長ࡀ理のᢎ認をᚓなけࡤࢀなࡽない。

本学大学院におい࡚、公㛤講ᗙを㛤設すること࠶ࡀる。

科目等ᒚ修生のᒚ修㈨᱁等にࡘい࡚は、別に定める。

科目等ᒚ修生は、本学大学院㛤設の授業科目をᒚ修することࡀできる。

手ᩘᩱの✀㢮及び⣡入㢠にࡘい࡚は、別に定める。

この学๎は、௧�ᖺ�᭶1᪥かࡽ行する。たࡔし、௧�ᖺ度以前に入学した⪅
にࡘい࡚はᚑ前の通りとする。教文専攻は、௧�ᖺ度かࡽ学生ເ㞟をṆ
し、ᑐ㇟となる学生ࡀᅾ⡠しなくなࡗたときにᗫṆする。
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別⾲第2

入学᳨定ᩱ・入学㔠

* 本学学部かࡽの入学⪅にᑐし࡚は入学㔠は2分の1とする。

別⾲第3ࠉࠉࠉࠉ

学ࠉ㈝（第1�条第1項㐺⏝）

学ࠉ㈝（第1�条第2項㐺⏝）

ᅾ学ᖺ㝈3ࠉᖺ

ᅾ学ᖺ㝈４ࠉᖺ

ᅾ学ᖺ㝈５ࠉᖺ

* ᐇ⩦㈝にࡘい࡚は別㏵ᚩ収する。

������������30�000入学㑅ᢤにおける入学᳨定ᩱ

入学㔠

�20�000授業ᩱ

�����������200�000

༊ࠉࠉ分 ᖺࠉ㢠

༊ࠉࠉ分 ᖺࠉ㢠

授業ᩱ 3�0�000

⥔ᣢ㈝

༊ࠉࠉ分 ᖺࠉ㢠

授業ᩱ �80�000

⥔ᣢ㈝ 100�000

1�0�000

⥔ᣢ㈝ �0�000

⥔ᣢ㈝ ���000

༊ࠉࠉ分 ᖺࠉ㢠

授業ᩱ 288�000








	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



